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 第 節 監 事 
 第 」4 条 選挙権及び被選挙権  
 第 」5 条 定数  
 第 」6 条 選出  
 第 節  協会会長 
 第 」7 条 選挙権及び被選挙権  
 第 」8 条 定数  
 第 」9 条 選出  
 第 節  協会副会長 
 第 40 条 選挙権及び被選挙権  
 第 41 条 定数  
 第 4「 条 選出  
 第 節 大阪市ブロック副会長 
 第 4」 条 選挙権及び被選挙権  
 第 44 条 定数  
 第 45 条 選出  
 第 節 常任理事 
 第 46 条 選挙権及び被選挙権  
 第 47 条 定数  
 第 48 条 選出  
 第 49 条 選出数  
 第 50 条 推薦常任理事  
 第 章 部団体等 派遣 役員 選出 
 第 51 条 部団体・外部関連団体等 役員  
 第 5「 条 細則 決定  
 第 5」 条 改  
  
 第 章 総則 
  

目的   
第 条 規則 公益社団法人大阪聴力障害者協会 以 協会 定款第 条及び 「」 条

規定 基 協会 選挙 関 事 を定 代議員及び役員選挙 滑 を図
選挙 起因 リスク 防 寄 を目的  

  
 第 章 選挙管理委員会 
  
 第 節 選挙管理委員会 
  
第 条 選挙管理委員 協会組織規則第 条 定 ブロック 会員 代議員及び監事 立候

補 者以外 者 中 各ブロック い を選任 選挙管理委員会を設  
  選挙管理委員会 協会 代議員 監事選挙 投票日 ケ 前 設置

い  
 選挙管理委員会 互選 選挙管理委員長を選出  
 選挙管理委員及び選挙管理委員長 任期 協会役員 任期 準  

  
 第 節 告示 
  

告示   
第 条 選挙管理委員長 代議員 監事選挙 い 実施 50 日前 他 選挙

い 適宜 選挙権 被選挙権を 者 選挙 実施を告示 い  
   選挙 告示 立候補者 付 選挙 管理 開票 決定 登録等 選挙 関 事務 選

挙管理委員会 を行い 協会事務局 を補  
  
 第 節 立候補 
  

立候補 届出   
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第 条 代議員 監事 立候補 う 者 当該選挙日 」0 日前 所定 用紙 必
要事 を記載 選挙管理委員長 届 出 い  

 但 選挙管理委員長 当該選挙日 日以 前 一定 届 出日を指定 事
 

立候補 や   
第 条 代議員 監事 立候補 届 出を 者 投票開始前 い を

う 者 所定 用紙 旨 及び う
理由等必要事 を記載 選挙管理委員長 届 出 い  

  
 第 節 選挙運動 禁  

選挙運動 禁   
第 条 選挙運動 を行 い 但 選挙管理委員長 措定さ 行

を認  
  
 第 節 選挙種類 投票権 び委任 選挙 位 
  

選挙 種類   
第 条 選挙 記通 分割 いうブロック 組織規則第 条  
  第 条 を市区町村 選挙  
  第 条 を大阪府各ブロック 選挙  
  第 条 を総会 選挙  
  第 条 10 を理事会 選挙  

投票権 び委任   
第 条 選挙 投票権 当該選挙を行 う場 い 出席 者 行使  

 当該選挙を行 う場 い 席 者 自 投票権を他 出席 者 委任
い   

選挙 位   
第 条 選挙 位 記 位  
 第 位 各市区町村代議員選挙 
 各市区町村 会員 選出  
 第 位 各ブロック代議員選挙 
 会員 選出  
 第 位 各ブロック執行代議員選挙 
 各ブロック代議員 選出  
 第 位 大阪府各ブロック代表選挙 
 各ブロック執行代議員 選出  
 第 位 理事候補選挙 
 大阪府ブロック 大阪市ブロック 各執行代議員 ブロック 選出  
 第 位 監事選挙 
 会員 選出  
 第 位 会長選挙 
 理事 選出  
 第 位 副会長選挙 
 大阪府ブロック 大阪市ブロック 各理事 ブロック 

選出  
 第 位 大阪市ブロック副代表選挙 
 大阪市ブロック理事 選出  
 10 第 10 位 常任理事選挙 
 理事 選出 

 規則 第 章役員 第 節 第 節 選挙 位 表記  
  
 第 節 開票・公表及び当選者 登録 
  
。開票・公表及び登録・保管 )  
第 10 条 選挙管理委員長 選挙終了後即 投票 開票を行い 遅滞 く結果を公表 氏

所等一定 事 を一定 方法 登録 保管 い  
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 選挙管理委員長 ブロック選挙 当選者 い 定 疑義 あ を
総会 報告 総会出席者 過半数 意を得 第 「「 条 準 信任投票を行う

場合 い 当該疑義 あ 当選者 及び当該選挙 行わ ブロック 代
表者 弁明並び 意見を述べさ い  

 開票 選挙管理委員 ほ 立候補 者 以 を立 会わ
い  

  
 第 章 会員 
  

選挙権及び被選挙権   
第 11 条 会員 定款第 条 定 組織規則第 条 規定 大阪市ブロック所属全区

び大阪府各ブロック所属市町村 い 選出さ 第 1」 条代議員 選挙権及び被選挙権を
 

 会員 組織規則第 条 所属 ブロック い 選出さ 第 条代議員 選挙権
及び被選挙権を  

 会員 組織規則第 条 所属 ブロック い 選出さ 第 条大阪府 各
ブロック長 選挙権を  

 会員 総会 い 選出さ 第 条監事 被選挙権を  
  
 第 章 代議員 
  

定数   
第 1「 条 代議員 定数 定款第 条 定 地域代議員 執行代議員 合計 「50～」00

 
   代議員定数 「50～」00 う 執行代議員 合計数 1」0  

  
 第 節 市区町村代議員 
  

市区町村代議員   
第 1」 条 各市区町村 居 い 会員 選挙 代議員 を選出 地

域代議員 執行代議員を各 執行代議員 原則 各市区町村 聴力障害
者を代表 団体 会長  

  
 第 節 ブロック代議員 
  

選挙権及び被選挙権   
第 14 条 第 11 条 会員 代議員 選挙権及び被選挙権を 但 第 1」 条 規定 市区町村

代議員 選出さ い 場合 代議員 選挙権  
定数   

第 15 条 ブロック 選出 代議員 定数 総代議員数 第 1」 条地域代議員 第 1」 条執行代議
員 第 16 条推薦代議員及び第 」「 条推薦理事 合計数を引い 残 数  

 各ブロック い 選出 代議員 定数 前事業 日 会員数 応
場合 小数 以 端数 調整 選挙管理委員長 行う  

 総代議員数 
   第 1」 条地域代議員 

第 1」 条執行代議員 
第 16 条推薦代議員 
第 」「 条推薦理事  

 
 
×当該ブロック所属 会員数 

協会 会員数 
 

但 当該選挙終了後 回改選時 期間 生 会員数 増減 代議員数 増減
行わ い  

 立候補者数 定数を満 さ い 立候補 者を対象 第 「「 条 準 信任投票を
行う  

 ブロック 信任投票 い ○印投票数 投票総数 過半数 達 い場合
代議員補 選挙を行う  
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推薦代議員   
第 16 条 推薦 代議員 者 協会 組織 役職者 あ  

大阪府ブロック及び大阪市ブロック高齢部長 各  
大阪府ブロック及び大阪市ブロック女性部長 各  
大阪府ブロック及び大阪市ブロック青 部長 各  

 推薦代議員 執行代議員 但 第 章 定 役員 選挙 選挙権
 

  
 第 節 ブロック執行代議員 
  

選挙権及び被選挙権   
第 17 条 ブロック 選出さ 代議員 執行代議員 選挙権及び被選挙権を  

定数   
第 18 条 ブロック 選出 執行代議員 定数 総執行代議員数 1」0 第 1」 条執行代議員

第 16 条推薦代議員 第 」「 条推薦理事を引い 残 数  
 各ブロック い 選出 執行代議員 定数 前事業 日 会員数 応

場合 小数 以 端数 調整 選挙管理委員長 行う  
  

総執行代議員数 
第 1」 条執行代議員 
第 16条推薦代議員 
第 」「 条推薦理事  

 
 
×当該ブロック所属 会員数 

協会 会員数 
 

選出   
第 19 条 ブロック代議員 選出さ 中 ブロック 執行代議員を選出  

 立候補者数 定数を満 さ い 立候補 者を対象 第 「「 条 準 信任投票を
行う  

 第 選出さ 執行代議員を除く代議員 地域代議員  
  
 第 節 社員 
  

社員   
第 「0 条 規則第 1「 条 第 14 条 第 15 条 選出さ 代議員 定款第 条 定 法人法

社員  
  
 第 章 大阪府各ブロック代表 
  

選挙権及び被選挙権   
第 「1 条 会員 各ブロック代表 選挙権を  

 大阪府各ブロック 選出さ 各ブロック執行代議員及び第1」条 市区町村執行代議員
各ブロック代表 選挙権及び被選挙権を  

定数   
第 「「 条 大阪府各ブロック代表 定数  

訳 摂 京阪 河 泉州  
選出   

第 「」 条 各ブロック代表 立候補者 1 第 「6 条 信任投票  
 各ブロック代表 立候補者 い 推薦  

場合 い 推薦候補者数 1 第 「6 条 信任投票 以
選挙 選出  

 選出さ 各ブロック代表 第 50 条 推薦常任理事候補  
  
 第 章 役員 
  

役員 定義   
第 「4 条 規則 い 役員 会長 副会長 常任理事 理事 監事をいう  

いう役員 法人法 いう役員 あ  
 会長 定款 「」 条第 いう代表理事 あ  
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 副会長 常任理事 定款 「」 条第 いう業務執行理事 あ  
  
 第 節  役員選出 
  

役員選出 方法   
第 「5 条 役員 選出 段 定 あ を除 役員選挙 を行う  

 選出 立候補方式 互選 行 う  
 役員選挙 投票 を行い 効得票数 多い者 当選者  
 投票 段 定 あ 場合を除い 無記 定数以 完全連記 方法

を行う  
 立候補者数 定数を満 さ い 立候補 者を対象 第 「「 条 信任投票を行う  
 最 位当選者 以 あ 場合 抽選 位を決  

信任投票   
第 「6 条 信任投票 方法 信任 対 ○印を記入 方法 を行う  

 投票用紙 信任・ 信任 両方 ○印を付 あ ○印以外 文字・記号を付 あ
く 白紙 あ を無効票  

 長を選ぶ場合 信任投票 い ○印投票数 投票総数 過半数 達 い場合 再 信
任投票を行う  

 信任投票 投票総数 選挙権を 出席者数 分 達 い場合 再 を
行わ い  

者 決定   
第 「7 条  理事候補 選挙 い 者 1 々 者 1 を決定  

    者 「 以 あ 抽選 者 々 者 を決定  
 者 々 者 以 あ 々 者 抽選 々 者 1 を決定

 
 常任理事 選挙 い 者 1 を決定  

者 「 以 あ 抽選 者 1 を決定  
 繰 当選 効期間 選挙 行わ 事業 日  
 当選者 死亡 他 事故 役職を辞任 場合 条 い 規則

定 準 補 選挙を行わ い  
補 選挙   

第 「8 条 補 増員 役員選挙 定 規定 第 「7 条 当選人を決定
場合を除い 原因 生 後 最初 理事会 び総会 い を行う 但

期日を定 告示 を行う  
  
 第 節 理事 
  

選挙権及び被選挙権   
第 「9 条 大阪府ブロック及び大阪市ブロック 選出さ 執行代議員 ブロック 理事候補 選

挙権及び被選挙権を  
定数   

第 」0 条 理事 定数 常任理事を含  
 大阪府ブロック及び大阪市ブロック 理事 定数 前事業 日 会員数 応

通  
  

50  
第 」「 条推薦理事 
第 50 条推薦常任理事  
 

 
 
 
×

 
 
大阪府ブロック・大阪市ブロック 
    所属 会員数     

協会 会員数 
 

選出   
第 」1 条 理事候補 選出 大阪府ブロック及び大阪市ブロック い 互選 行う  
 理事候補 通常総会開催前 選出  

推薦理事   
第 」「 条 推薦 理事候補 者 協会 組織 役職者 あ  

高齢部長  
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女性部長  
青 部長  

理事 選任   
第 」」 条 第 」1 条 第 」「 条 理事及び第 50 条 推薦常任理事 選任 改選 最初 総会

い を行う  
  
 第 節 監事 
  

選挙権及び被選挙権   
第 」4 条 会員 監事 被選挙権を  

   代議員 監事 選挙権を  
役員 監事 被選挙権 選挙権を い  

定数   
第 」5 条 監事 定数 以  

選出   
第 」6 条 総会 い 会員 中 監事 を選出  

但 協会 他 役職を 者を選ぶ い  
  
 第 節  会長 
  

選挙権及び被選挙権   
第 」7 条 大阪府ブロック並び 大阪市ブロック 理事 会長 被選挙権 選挙権を  

 但 第 」「 条 推薦理事 第 50 条 推薦常任理事 被選挙権を い  
定数   

第 」8 条 会長 定数  
選出   

第 」9 条 会長 選出 立候補方式 大阪府ブロック並び 大阪市ブロック 理事 選出  
  
 第 節  副会長 
  

選挙権及び被選挙権   
第 40 条 大阪府ブロック 理事 副会長 大阪府ブロック代表 被選挙権を  

 大阪市ブロック 理事 副会長 大阪市ブロック代表 被選挙権を  
 但 第 第 」「 条 推薦理事 第 50 条 推薦常任理事 被選挙権を

い  
 大阪府ブロック並び 大阪市ブロック理事 第 及び第 選挙権を  

定数   
第 41 条 副会長 定数  

訳 大阪府ブロック 大阪市ブロック  
選出   

第 4「 条 副会長 立候補方式 大阪府ブロック並び 大阪市ブロック 理事 選出  
 第 選出さ 副会長 大阪府ブロック 大阪府ブロック代表  
 第 選出さ 副会長 大阪市ブロック 大阪市ブロック代表  

  
 第 節 大阪市ブロック副代表 
  

選挙権及び被選挙権   
第 4」 条 大阪市ブロック 理事 大阪市ブロック副代表 被選挙権 選挙権を  

定数   
第 44 条 大阪市ブロック副代表 定数  

選出   
第 45 条 大阪市ブロック副代表 立候補方式 大阪市ブロック 理事 選出  

 第 選出さ 大阪市ブロック副代表 第 50 条 推薦常任理事  
  
 第 節 常任理事 
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選挙権及び被選挙権   
第 46 条 大阪府及び大阪市ブロック 理事 常任理事 被選挙権 選挙権を  

 但 第 」「 条推薦理事 第 50 条推薦常任理事 被選挙権を い  
定数   

第 47 条 常任理事 定数 14  
選出   

第 48 条 常任理事 互選 大阪府並び 大阪市ブロック 理事 選出  
選出数   

第 49 条 選出数 定数 14 第 」8 条会長 第 41 条副会長 第 50 条推薦常任理事を除い 残
を選出  

 定数 14 会長 副会長 推薦常任理事 ＝選出常任理事  
推薦常任理事   

第 50 条 推薦 常任理事 者 役職者 あ  
大阪府各ブロック代表 摂 京阪 河 泉州 各  
大阪市ブロック副代表  

  
 第 7 章 部団体等 派遣 役員 選出 
  

部団体・外部関連団体等 役員   
第 51 条 一般財団法人全日 うあ連盟 他 部団体 外部関連団体 役員 く 候補者

選出 理事会 い 選出 く 承認 を原則  
 第 1 選挙 細目 序 充当 細目 い い 選挙管理委員会 協

会事務局 協議 を決  
 当該団体 選挙規則 
 選挙 関 規則 

細則 決定   
第 5「 条 規則を施行 細則 理事会 議決を得 会長 を定  

規則 改廃   
第 5」 条 規則 改廃 理事会 い 総理事 分 以 意を い  
  
附則 規則 「000 日 施行  

規則 昭和 47 16 日制定 役員選挙 関 規則 及び 成
日改訂 選挙管理委員会 規 廃  

 規則 「000 日 施行  
 規則 「001 「0 日 施行  
 規則 「005 1「 「4 日 施行  
 規則 「009 「8 日 施行  
 規則 公益社団法人大阪聴力障害者協会 設立 登記 日 「014 成 「6 4

1 日 施行 規則 「009 「8 日制定 役員選挙 関 規則
廃  
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「014 公益社団法人大阪聴力障害者協会 

 代議員選挙 い  
 

  
  

 当会 「010 通常総会 「01「 現行法人を公益社団法人 移行 旨方針を
承認 「01「 新法人移行を想定 当会 各ブロック総会 地域代議員及び執行代
議員 ブロック代表を選出  

 新法人移行 手 予想 長引 大阪府公益法人等認定委員会 幾
保留を経 「01」 1「 6 日 移行 や 認  

 「01「 新法人移行を想定 「01「 「01」 間を代議員 任期 い 先
認定委員会承認 昨 1「 代議員 任期 残 約 」ヶ く  

 6 ヶ 総会を 回開く 労 経費増大 断 あ 昨 1「 「「 日 代議
員集会 「01」 臨時総会 開催 「014 新法人 移行  現行代議
員 想定 任期満了 わ 「014 役員改選 代議員を担 いく

を了解  
 「014 代議員改選 限 記通 代議員選挙 関 規則を定  
  

「014 代議員選挙 関 規則 

目的   
第 1 条 規則 「014 各地区 うあ団体通常総会 行う代議員選挙 い 必要 事 を

暫定 定  
効力   

第 条 規則 効力 当会組織規則第 条 定 ブロック 開催 「014 各地区 う
あ団体通常総会 行う選挙 地域代議員及び執行代議員 選任さ  

代議員選挙   
第 条 代議員選挙 前条 定 「014 各地区聴力障害者協会通常総会 実施  

代議員候補者   
第 条 前条 代議員選挙 あ 立候補者 「01「 「01」 間 協会 法人

称 あ 社団法人 公益社団法人 移行 場合 備え 選出さ 地域代議
員及び執行代議員を候補者 あ  

。選挙)  
第 条 選挙方法 前条候補者 投票を行 わ 期地域代議員及び執行代議員 選

任 但 大阪府各ブロック代表 選挙 新 選出  
。 員)  
第 条 第 条候補者 人数 各ブロック代議員定数 満 い場合 補 選挙を行う  

補 選挙 公益社団法人大阪聴力障害者協会選挙 関 規則 事前 立候補者を募
第 条 通常総会 選挙を行い補充  

  
附則 規則 定 ほ 必要 事 公益社団法人大阪聴力障害者協会選挙 関 規

則  
 規則 「014 「6 日文書評議員会承認を経 施行  
 規則 「014 通常総会を経 最初 開催 理事会 廃 手 を  

 

 


